
青森県福祉人材センター 

ソーシャル・ネットワーク・サービス運用ガイドライン 
 

1. 投稿内容 

青森県福祉人材センターについての各種情報について随時情報発信していきます。 

Facebook  https://www.facebook.com/%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E

7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%82%BB%E3

%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-414188878767768/ 

Twitter  https://twitter.com/aomorijinzai 

公式 LINE @toj7884r 

 

2. 運営･投稿者 

青森県福祉人材センター（以下、「当センター」とする） 

 

3. 知的財産権 

各アカウントに掲載されているすべての情報（写真、文章、イラスト、動画等）に関する

知的財産権は、当センター又は原著作者に帰属します。各アカウントの掲載記事に対する

「フォロー」、「ツイート」、「いいね！」、「シェア」の機能については、自由に使用していた

だくことができます。また、出所を明記しての転載は可能です。ただし、「無断転載を禁じ

ます」等の注記がある場合には、この限りではありません。 

 

4. コメント等への対応 

(1) 各アカウントへの利用者からの質問やコメントへの対応は、原則行いません。 

(2) 掲載内容についてのお問合せは、電話・FAX 等で受付けます。 

 

5. 注意事項 

以下の項目に該当する行為は禁止とします。なお、投稿内容に関係のないコメントや、下記

項目に該当すると判断したコメントは、コメントの利用者に断りなく、コメントの削除、ア

カウントのブロックや削除、利用制限等をする場合があります。 

(1) 法令や公序良俗に反するまたはそのおそれがある場合 

(2) 個人情報を本人の承諾なく特定、開示、漏洩するもの 

(3) 当センター又は第三者の名誉、信用を傷つけたり、誹謗中傷したりするもの 

(4) 当センター又は第三者の著作権、肖像権、商標権、知的財産権を侵害するもの 

(5) 営利活動、政治活動及び宗教活動を目的としている場合 

(6) 虚偽、事実と異なる内容 

(7) 他の利用者、第三者等になりすました場合 



(8) 各ソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用規約に反する場合 

(9) その他、各アカウントの運営上、不適切を判断した場合及びこれらの内容を含むホー 

ムページへのリンク等 

 

6. 免責事項 

(1) 各アカウントに掲載されている情報の正確さについては万全を期しておりますが、利用 

者が各アカウントの情報を用いて行う一切の行為については、当センターは何ら責任を 

負うものではありません。 

(2) 各アカウントに関連して生じた利用者間のトラブルまたはその被った損害について、ま 

た、各アカウントに関連して生じた利用者と第三者との間のトラブルまたはその被った 

損害については、当センターは責任を負いかねますのでご了承ください。 

(3) コメント等の投稿にかかる著作権等は、当該投稿を行った利用者本人に帰属しますが、 

投稿されたことをもって、利用者は当センターに対し、投稿されたコンテンツについては、 

全世界において無償で非独占的にしようする権利を許諾したものとし、かつ、当センター 

に対して著作権等を行使しないことに同意したものとします。 

(4) 上記のほか、各アカウントに関連して生じたいかなる損害についても当センターは一切 

の責任を負いません。 

 

7. 適用 

(1) この運用ガイドラインは、令和 2 年 6 月 19 日より適用します。 

(2) この運用ガイドラインは、事前に告知なく変更する場合があります。 

 

8. 利用にあたっての基本原則 

当センター職員が利用するにあたり留意すべき事項などを以下のとおり定めます。 

(1) 投稿者は、当センター職員とする。 

(2) 投稿内容は、原則として青森県福祉人材センターに関連する内容とする。 

(3) 当センター限りとすべき情報は、掲載しない。 

(4) 顧客の実名、未公表の重要事実は掲載しない。 

(5) 顧客の個人情報（顔写真を含む）を、本人の許可なく掲載しない。 

(6) 誹謗中傷に相当する書き込み、公序良俗に反する書き込みを行わない。 

(7) 青森県福祉人材センター職員としての自覚と責任をもって取り組む。 

(8) 基本的人権・肖像権・プライバシー権・著作権等他の利用者の権利を侵害しないように 

留意すること。 

(9) 個人情報保護法など関連する法令を遵守すること。 

(10) 発信する情報は正確に記述することとし、内容について誤解を招かないように留意す 

ること。 


